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別添1－19 

環境衛生管理業務 
 

 

１．業務概要 

大阪合同庁舎第２・４号館の環境衛生管理業務を、「共仕」及び本仕様書の定めるところにより実

施するものとする。 

 

２．業務内容 

（1）空気環境測定業務〔「共仕」第5編第2章〕 

この業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（以下「ビル管理法」という。）及

び厚生労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づき、建築物の良好な環境の保守

及び喫煙対策効果の維持状況等を把握するものとする。 

①測定項目（6項目） 

・浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流 

・在室人員を調査 

②測定日 

・5月、7月、9月、11月、1月、3月の隔月（年6回）に実施する。 

・測定は、始業前～中時間、中時間～終業後の2回とする。 

③測定点数は下記による。具体的測定場所は、施設管理担当者と協議の上決定する。 

・測定ポイント数 138箇所 

④喫煙場所については、非喫煙場所から喫煙場所に向かう主たる開口部（上部、中央部、下部）に

て気流の風速を測定する。 

（2）照度測定〔「共仕」第5編第3章〕 

この業務は、人事院規則及び事務所衛生基準規則に基づき執務環境の良好な環境を保守するもの

とする。 

①測定方法は、JISC7612（照度測定方法）によるものとし、測定機器はJISC1609（照度計）の規

格品を用いるものとする。 

②測定点数は下記による。具体的測定場所は、施設管理担当者と協議の上決定する。 

・４号館…各フロア（階段、廊下含む）20ポイント以上 

・２号館、２号館別館…各フロア（階段、廊下含む）10ポイント以上 

③測定周期は、6ヶ月ごとの年2回とする。 

④所要照度は各ポイントの作業種類ごとに、「共仕」第5編第3章 表3.2.1の所要照度を満たし

ているかどうかを確認し、不足している箇所については報告書において改善提案を行うものと

する。 

（3）飲料水水質検査〔「共仕」第2編第4章4.7.3〕 

この業務は、ビル管理法施行規則4条第1項第3号に基づき、水道法第4条の規定する項目につ

いて水質検査を実施し、建築物の良好な環境を保守するものとする。水質検査の報告書は、第三者

機関（建築物飲料水水質検査業登録を行っている業者）により作成されたものとする。 

①精密検査（15 項目を 1 検体）：貯水槽（高架水槽及び受水槽）の清掃後（年 1 回夏季：6 月     

1日から9月30日まで）に実施すること。 

・高架水槽内〈４号館（高層、低層）、２号館本館、別館〉計4ヵ所 

・受水槽内〈４号館、２号館本館、別館〉計3ヵ所 

・給水栓の末端栓口〈４号館（高層、低層）、２号館本館、別館〉計4ヵ所 

②簡易検査（10項目を1検体）：精密検査の6ヵ月後に給水栓の末端栓口（4箇所）で実施するこ

と。ただし、精密検査で鉛、亜鉛、鉄、銅又は蒸発残留物について基準に適合していない場合

は、当該項目を加えて実施すること。 



③特殊項目検査（12項目を1検体）：6月1日から9月30日の間にトリハロメタン等の消毒副生

成物項目検査を給水栓の末端栓口（4箇所）で実施すること。 

④遊離残留塩素検査：含有率を給水栓の末端栓口（4箇所）で毎週（月曜日）1回検査するものと

する。基準値に満たない場合は必要な処置を行う。 

⑤「簡易専用水道の管理に係る状況」の定期検査（書類検査） 

年1回（9月中）、２号館・２号別館及び第４号館に各々設置している簡易専用水道につ

いて、水道法第34条の2第2項の規定に基づき、「簡易専用水道管理状況調査表」に管

理状況を記入し、必要図面（写し）等を添付したうえ、厚生労働大臣の登録を受けた

簡易専用水道検査指定機関の書類検査を受検すること。 

（4）ガス吸収式冷暖房機ばい煙量等の測定 

「大気汚染防止法」及び「同施行規則」に基づき、２・４号館のガス吸収式冷暖房機の煙道測定口

において、ばい煙量等を測定する。 

①測定施設  ２号館：エバラ吸収式冷温水機（2台） 

４号館：三菱重工ガス吸収式冷暖房機（2台） 

②測定項目  ⅰ．ばいじんの濃度（JIS-Z-8808） 

ⅱ．窒素酸化物の濃度（JIS-Z-7982） 

ⅲ．排気ガス組成分析（JIS-Z-8808） 

③測定周期  年2回（6月、12月） 

（5）ねずみ・昆虫等の生息調査及び防除 

ビル管理法、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」（平成15年3月25日

厚生労働省告示第119号）第6及び「建築物における維持管理マニュアル」（平成20年1月建築物

環境衛生維持管理要領等検討委員会作成）に基づき、及び、「共仕」（平成20年版）に掲載の「資料

－6ねずみ・昆虫等の調査及び防除」の5．仕様書の例を本業務の仕様書に読み替えて、ねずみ・昆

虫等の生息調査・防除措置の提案及び防除を行う。 

①ねずみ昆虫等の生息調査 

ⅰ．調査対象 ：ねずみ、昆虫等（ゴキブリ、蚊、ハエ・コバエ、ダニ） 

ⅱ．調査内容 ：聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境及び施設・設

備の調査 

※「共仕」（平成 20年版）掲載の「資料－6ねずみ・昆虫等の調査及び防

除」の5．仕様書の例第2節ねずみ昆虫等の調査による 

ⅲ．調査回数 

イ．一般部分 ：6ヶ月以内毎に1回（実施予定月：5月、11月）全館一斉に実施。 

ロ．発生しやすい箇所 

2ヶ月以内毎に1回（実施予定：5月、7月、9月、11月、1月、3月） 実施する。 

発生しやすい箇所とは、食堂、喫茶、食品庫、グリストラップ、湯沸室、トイレ、ゴ

ミ置場、地下駐車場、機械室、汚水・雑排水・湧水槽等をいう。 

ⅳ．調査結果の判定及び報告書の作成 

「共仕」（平成20年版）掲載の「資料－6ねずみ・昆虫等の調査及び防除」の5．仕様書の

例第2節ねずみ昆虫等の調査による. 

②ねずみ昆虫等の防除作業 

上記①における生息調査結果を参照し、「共仕」（平成20年版）掲載の「資料－6ねずみ・昆

虫等の調査及び防除」第3節「ねずみ・昆虫等の防除」表6～表10に記載の防除方法の施工例

に基づき、各作業箇所に適した防除作業を実施する。 

ⅰ．作業箇所、防除対象 ：別添「ねずみ昆虫等防除作業箇所等」のとおり 

ⅱ．作業回数 ：年2回（5月、11月の全館生息調査終了後の1ヶ月以内） 

ⅲ．使用薬剤 

使用薬剤は、厚生労働省の認可を受けたものを用い、次の事項に留意する。 



イ．人的に安全性が高いこと 

ロ．悪臭、刺激、汚染、引火性がないこと 

ハ．抵抗性害虫にも効果のあること 

ニ．超微粒子空間噴霧法に使用する薬剤は、フラッシング効果を有すること 

ⅳ．事務機器及び厨房用品等の養生 

薬剤を使用する際、事務機器・厨房施設等で駆除薬剤が直接触れる箇所については、

監督職員の指示に従い、事前に養生処理等を行うこと。 

ⅴ．作業終了後の効果判定報告 

駆除作業終了後 2週間以内にビル管理法に基づく効果の確認報告書を施設管理担当

者あて2部提出すること。 

（6）樹木剪定等業務 

①樹木伐採及び枝処分 

庁舎敷地内の下記樹木について伐採（普通剪定）を行うこと。 

高木：年1回（10月下旬から11月中旬） 

ニレ（幹周130㎝以上 要レッカー使用）1本 

トウカエデ（幹周260㎝以上 要レッカー使用）1本 

エノキ（幹周130㎝以上 要レッカー使用）1本 

ネズミモチ（幹周50㎝以上 要レッカー使用）1本 

②樹木剪定及び枝処分 

庁舎敷地内の下記樹木について普通剪定を行うこと。 

高木：年1回（10月下旬から11月中旬） 

シラカシ（幹周60㎝未満）12本 

クス（幹周60㎝以上120㎝未満）6本 

サクラ（幹周60㎝以上120㎝未満）2本 

ケヤキ（幹周60㎝以上120㎝未満）4本 

中木：年2回（5月から6月頃及び10月下旬から11月中旬頃） 

カイズカイブキ（樹高200㎝以上300㎝未満）23本 

ウバメガシ（樹高200㎝以上300㎝未満）1本 

ツバキ（樹高200㎝以上300㎝未満）10本 

サンゴジュ（樹高200㎝以上300㎝未満）8本 

フジ棚（5ｍ×6ｍ）30㎡ 

生垣：年2回（5月から6月頃及び10月下旬から11月中旬頃） 

カナメモチ17ｍ 

寄植：年2回（5月から6月頃及び10月下旬から11月中旬頃） 

中木（ハクチョウゲ等）143㎡ 

低木（サツキ等）573㎡ 

③芝刈・除草及び集草・処分 

庁舎敷地内の芝刈・除草を行うこと。 

年2回（5月から6月頃及び10月下旬から11月中旬頃） 

芝刈：33㎡ 

除草（植込み内：中低木）509㎡ 

④病害虫防除 

庁舎敷地内の樹木等の病害虫防除を行うこと。 

薬剤は、ディプテレックス乳剤（同等品以上）を使用するものとする。 

年2回（5月から6月頃及び10月下旬から11月中旬頃） 

高木（幹周60㎝未満）12本 

高木（幹周60㎝以上120㎝未満）10本 



中木（樹高200㎝以上300㎝未満）37本 

寄植：中木（ハクチョウゲ等）143㎡ 

低木（サツキ等）573㎡ 

芝33㎡ 

⑤作業上の注意事項 

  ・本業務を行うにあたって、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリー

ン購入法）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」及び「住宅地等にお

ける農薬使用について」（平成 25年 4月 26日付農林水産省消費・安全局長、環境省水・

大気環境局長通知）を遵守すること。 

・「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル（平成22年5月環境省水・大気環境局土壌

環境課農薬環境管理室作成）」に基づき、物理的防除により可能な限り農薬の使用量を削

減すること。 

・庁舎東側のカイズカイブキは背丈を揃えるように剪定すること。 

・庁舎敷地南東にある高木（ニレ、トウカエデ、エノキ、ネズミモチ）については、枝葉を

可能な範囲で多めに剪定すること。 

・茂りすぎた枝、混みすぎた小枝等については、その樹木の本来の形、枝振りのバランス等

を考慮しつつ、通風の良くなるようその枝の根元から間引くようにすること。 

・障害枝は可能な限りその枝の先端に近いところにある小枝を全体の樹形を考慮しつつ剪定

すること。 

・枯れ枝及び障害枝はその枝の根元から剪定すること。 

・緑地帯や庭園部分については、除草、草刈及び薬剤散布を行うこと。 

・薬剤散布については、来庁者・通行者が少ない閉庁日で、風が少なく天候が不順でない日

とし、風上から散布すること。また、周囲対象物以外のものにかからないように注意する

こと。 

・散布中及び散布後一定期間、関係者以外が散布区域に立ち入らないよう配慮することがラ

ベルに記載されている農薬を使用する場合は、立入制限措置をとること。 

・その他疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議の上、決定すること。 

（7）鉢植えリース業務 

（大鉢 高さ1.5ｍ～1.8ｍ 11鉢）×12ヶ月 

①大阪合同庁舎第４号館の玄関ロビー、2階ロビー、第２号館本館の玄関ロビー、2階ロビー、

第２号館別館の玄関ロビー及び施設管理担当者が必要と認めた場所（計 11 箇所）に鉢植え

（各箇所に1鉢）を据え置き、毎月1回これを取り替える。 

②鉢植えを取り替える際は検査を行い、不合格となった場合には代品を納入すること。 

③鉢植えには材質がプラスチックの鉢カバーを取付け、破損等した場合には取替えるものとす

る。 

④鉢植えの配置場所は、別紙「鉢植え設置場所」①～⑤のとおり 

（8）尿しょう洗浄脱臭器維持管理業務 

①目的 

トイレの小便器の殺菌、洗浄、脱臭、排水管のスケールによる詰まりの予防とともに芳香

によるトイレ環境を良好な状態に保ち施設の維持、管理に供することを目的とする。 

②設置場所及び個数 

大阪合同庁舎第２･４号館内洗面所、トイレ等 

４号館×70個 

２号館本館×27個 

２号館別館×21個 

③業務内容 

ⅰ．洗浄殺菌装置の設置業務 



ⅱ．洗浄殺菌装置及び薬剤等の点検、保守業務 

ⅲ．薬剤等の交換業務 

ⅳ．薬剤等の濃度測定、記録、分析業務 

ⅴ．排水状況の点検及びスケール付着状況確認業務 

④業務仕様 

ⅰ．洗浄殺菌装置は借用とする。 

ⅱ．洗浄殺菌装置は衛生器具用給水装置の二次側以降の配管に設置する。 

（大便器に取付ける場合はバキュームブレーカ以降の配管へ設置する。） 

ⅲ．洗浄殺菌装置の使用中における破損及び故障に対する処置は、原則として受注者の負担

とする。なお、その他については、発注者及び受注者の協議とする。 

ⅳ．洗浄殺菌装置は強固な構造を有し、使用される薬剤及び芳香剤については、毒物及び劇

物取締法及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の安全性基準に適合してい

ること。なお、芳香剤は国際香料協会の技術諮問委員会の安全性基準に適合していること。 

⑤性能、品質 

ⅰ．洗浄殺菌装置は、衛生器具に対し必要十分な薬剤の供給が可能な容量を確保しており、

衛生陶器内部全面に対し行渡る洗浄効果を有すること。 

ⅱ．洗浄水に対し洗浄殺菌装置は薬剤量及び薬剤濃度の安定した供給能力があること。 

ⅲ．薬剤は、水質、水温等の変化に影響されない液体を使用すること。また、使用回数に対

応した品質、性能を有すること。 

ⅳ．薬剤は、大腸菌、黄色ブドウ球菌等の菌に対し殺菌効力の持続性があること。 

また, 殺菌洗浄効力と安全性の点から酸性のものは使用しないこと。 

ⅴ．衛生器具のトラップにおいて洗浄水の薬剤濃度は、大腸菌、黄色ブドウ球菌等の菌に対

し発育阻止もしくは死滅に必要な数値を有すること。 

⑥保守点検 

ⅰ．洗浄殺菌装置及び衛生器具の機能点検周期は、年6回以上とする。 

ⅱ．薬剤及び芳香剤等の点検交換周期は、年6回以上とする。 

ⅲ．薬剤の衛生陶器のトラップにおける濃度測定及び便器表面における洗浄測定の回数は、

試薬等を使用し年1回以上とする。 

ⅳ．薬剤の残量確認回数及び時期は、夏期、冬期の2回とする。 

ⅴ．排水状況の点検は、年6回以上とする。 

ⅵ．薬剤の便器表面及びトラップ部における細菌測定を年1回以上とする。その結果を文書・

比較写真等にまとめた報告書を提出する。 

ⅶ．保守点検及び各測定作業は専門技術者の立会いの下行うこと。 

ⅷ．洗浄殺菌装置の故障等、緊急事態が発生した場合には、直ちに専門技術者を派遣し必要

な処置を行うこと。 

ⅸ．保守点検中に発見した給水異常については、施設管理担当者と協議し、必要であれば適

正な洗浄水量及び洗浄間隔について調整を行うこと。 

⑦環境配慮義務 

ⅰ．「資源の有効な利用の促進に関する法律｣（通称「リサイクル法」）の対象物のリサイク

ル処理については同法の該当条項を誠実に履行すること。 

ⅱ．「ＩＳＯ9001」並びに「ＩＳＯ14001」に対して積極的に推進している、国際標準化機構

の認証を取得していること、もしくはそれに則した具体的な施策を文書で提出すること。 

ⅲ．地球温暖化防止に対し、CO2削減等の問題に配慮する。 

⑧その他 

ⅰ．保守点検、交換業務の実施にあたっては、業務計画、業務日程等について施設管理担当

者と充分な打合せを行い、業務計画書及び業務日程表等を提出し承諾を得ること。 

ⅱ．業務責任者を事前に施設管理担当者に書面にて届出ること。 



ⅲ．業務の実施にあたり執務の妨げとならないよう、施設管理担当者と協議し承諾を得るこ

と。 

ⅳ．業務を適性かつ円滑に実施するため、施設管理担当者と常に充分な連絡を保ち、必要に

応じ監督職員の立会い、確認を得ること。 

ⅴ．業務終了後は点検報告書を作成し、施設管理担当者に報告すること。 

ⅵ．施設管理担当者が必要する資料については、施設管理担当者の求めに応じ速やかに提出

すること。 

ⅶ．業務上発生する廃棄物の運搬・処理を行う場合は、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法

律｣に基づき、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を使用し、適正に処理した後、マニフ

ェストの写しを4ヶ月ごとに施設管理担当者に提出すること。 

ⅷ．業務遂行に関し疑義が生じた場合には、施設管理担当者と協議し指示を受けること。 

 

事前提出書類 

事前に下記の書類を提出し、商品の適正審査を受けること。 

・PRTR（特定化学物質への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）非該当

確認書 

・使用薬剤の殺菌効果報告書（外部検査機関作成） 

※日本薬局方石炭酸係数による殺菌効果 

・使用薬剤の金属材料腐食性試験報告書（外部検査機関作成） 

・使用薬剤の活性汚泥呼吸阻害試験（外部検査機関作成） 

・使用薬剤の供出量データ（点検・交換回数の根拠） 

・使用薬剤のMSDS（化学物質等安全性データシート） 

・ISO認証書 

 

３．その他 

（1）作業方法については、施設管理担当者及び当庁舎建築物環境衛生管理技術者の指示に従って衛

生的に行うものとする。 

なお、作業にあたっては、庁舎内の事務等に支障のないよう十分に注意を払い事故の発生防止

に努めなければならない。 

（2）作業終了後2週間以内に発注者あて報告書2部作成し、提出すること。また、改善等を必要と

するものについては、対策を検討のうえ施設管理担当者に別途報告するものとする。 

（3）ビル管理法に基づく測定・調査記録及び諸関係帳簿を整備し、関係官署への報告にいつでも対

応できる状態にしておくこと。 
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